
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号　　外

平成 15 年

10月17日（金曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
恩
給
条
例
及
び
香
川
県
財
政
調
整
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
政
策
課
、
職
員
課
）

三

香
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
　
務
　
課
）

香
川
県
職
員
退
職
手
当
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（
行
政
企
画
課
）

七

特
別
会
計
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
（
み
ど
り
整
備
課
）

一
〇

香
川
県
食
肉
衛
生
検
査
所
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

一
一

香
川
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）

一
三

香
川
県
飼
料
検
定
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畜
　
産
　
課
）

一
四

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
公
安
委
員
会
）

香
川
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
水
　
道
　
局
）

一
五

◇
香
川
県
恩
給
条
例
及
び
香
川
県
財
政
調
整
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五

年
香
川
県
条
例
第
四
十
五
号
）

１
　
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
法
の
施
行
に
伴
い
、
恩
給
条
例
の
請
求
書
の
発
信
の
証
明
に
つ

い
て
の
規
定
等
を
改
め
る
と
と
も
に
、
財
政
調
整
基
金
条
例
の
一
般
財
源
の
額
の
規
定
を

改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
四
十
六
号
）

１
　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
県
民
税
に
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
が
創
設

さ
れ
た
こ
と
、
法
人
の
事
業
税
に
外
形
標
準
課
税
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
並
び
に
自
動
車
の

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
た
自
動
車
税
の
特
例
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
一
部
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
、
一
部
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
一
月
一
日
、
そ
の

他
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
職
員
退
職
手
当
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
四

十
七
号
）

１
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
退
職
手
当
の
官
民
較
差
を
解
消
す
る
た

め
そ
の
支
給
水
準
の
引
下
げ
が
行
わ
れ
た
国
家
公
務
員
と
の
権
衡
等
を
考
慮
す
る
と
と
も

に
、
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
多
様
な
就
業
形
態
に
よ
る
早
期
就
業
を
促
進
す
る

た
め
の
就
業
促
進
手
当
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
平
成
十
六
年
一
月

一
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
特
別
会
計
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第

四
十
八
号
）

１
　
林
業
改
善
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
の
設
置
を
定

め
た
規
定
に
つ
い
て
、
引
用
す
る
法
律
の
題
名
、
資
金
の
内
容
及
び
特
別
会
計
の
名
称
を

改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
食
肉
衛
生
検
査
所
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

二

す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
四
十
九
号
）

１
　
と
畜
場
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
す
る
法
律
の
題
名
及
び
条
項
を
改
め
る
こ
と
と

し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
号
）

１
　
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
有
料
公
園
施
設
と
し
て
運
動
施
設
で
あ
る
球
技
場
及
び
タ
ー
ゲ

ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場
を
加
え
、
そ
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
、

球
技
場
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五

十
一
号
）

１
　
肥
料
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
を
改
め
る
と
と
も
に
、
肥
料
登
録
手
数

料
及
び
肥
料
登
録
更
新
手
数
料
に
つ
い
て
、
申
請
に
係
る
手
数
料
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
飼
料
検
定
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
二
号
）

１
　
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
が

行
う
検
定
に
関
す
る
引
用
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
三
号
）

１
　
香
川
県
土
庄
警
察
署
と
香
川
県
内
海
警
察
署
、
香
川
県
丸
亀
警
察
署
と
香
川
県
多
度
津

警
察
署
を
そ
れ
ぞ
れ
統
合
し
、
香
川
県
小
豆
警
察
署
及
び
香
川
県
丸
亀
警
察
署
を
設
置
す

る
た
め
、
そ
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
四
号
）

１
　
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
退
職
手
当
の
支
給
に
関
し
引
用
条
項
を
改
め
る
こ

と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

、



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

三

香川県恩給条例及び香川県財政調整基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十五号

香川県恩給条例及び香川県財政調整基金条例の一部を改正する条例

香川県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十六号

香川県税条例の一部を改正する条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

七

香川県職員退職手当条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十七号

香川県職員退職手当条例等の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

一
〇

特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十八号

特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

一
一

香川県食肉衛生検査所条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。
平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十九号

香川県食肉衛生検査所条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

香川県都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十号

香川県都市公園条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

一
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

一
三

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十一号

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

一
四

香川県飼料検定条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十二号

香川県飼料検定条例の一部を改正する条例

警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十三号

警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例

香川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十月十七日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
）

一
五

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十四号

香川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例



平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

（
号
外
）

一
六


